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初めての外国人スタッフの採用 

Lesson 1: 在留資格の種類 
在留資格の種類によって職務内容など働くことができる範囲に留意点あり 

在留資格の種類と職務内容の留意点 
 
l 日本で働くことのできる在留資格原則働くことのできない在
留資格の２つに分けられます 

l 働くことのできる在留資格でも、日本人と同じように活動に
制限なく働ける永住者や日本人の配偶者等の所謂身分系在留

資格と呼ばれる在留資格と業種や仕事の内容が制限される技

術・人文知識・国際業務をはじめとした就労系在留資格と呼

ばれる在留資格があります 
l なお、就労系在留資格では、入国管理局から単純労働とみな
される職種で働くことは認められていませんので、単純労働

とみなされる職種での採用の場合は、所謂身分系在留資格か

留学生アルバイト等で資格外活動許可を得た外国人の方のみ

が対象になります（詳細は本文中でご解説します） 
 

l 企業が外国人材を採用しようとするときには、①募集する職
種が入国管理局から単純労働とみなされている職種でないか

どうか、②採用しようとしている外国人の持っている在留資

格の活動範囲、③新たに採用する外国人の方の在留資格を取

得または変更しようとする場合は、それが在留資格要件を満

たし可能かどうか、に留意が必要です 
l 入管審査判断には当局の運用実務が大きく関係しますので、
採用計画を立てる際に事前に行政書士等の専門家に確認する

ことをご推奨します 
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はじめての外国人スタッフの採用 
外国人を従業員として採用する場合でも、労働基準法や社会保険制度の義務等の

遵守など日本人を採用する場合と原則は同じです。外国人の採用が日本人の採用

と異なる点は、外国人には労働基準法や社会保険制度に関わる規制や義務に加え

て入管法（出入国管理及び難民認定法）による規制があります。入管法の規制を

遵守しないと、外国人個人は日本で在留資格が取り消されて日本で働けなくなる

ばかりか、その外国人を雇用した事業主も「不法就労助長罪」により処罰（3年
以下の懲役または 300万円以内の罰金）される可能性もあります。 

本稿では、はじめて外国人スタッフを採用する企業の経営者や採用担当者が押さ

えておくべき入管法上の留意点やポイントについて記述していきます。 

 

日本で働くことができる在留資格 

在留資格は、日本では現在 27種類の在留資格があり、それぞれに該当要件や付
与される在留期間が定められています。その中で、日本で働くことが認められて

いる資格と働くことは原則認められていない在留資格がありますのでそれぞれに

ついて解説します。 

まず、外国人が日本で働くための在留資格には、現在持っている在留資格で職種

や業種に制限なく日本人と同じように働くことができる所謂「身分系在留資格」

と言われる在留資格と、職種や業種に制限が付されている「就労系在留資格」の

２つに分けられます。 

 
（１）職種や業種に制限なく働くことができる在留資格 

 
「日本人（帰化して日本国籍を取得した外国人）」「永住者」「日本人の配偶者

等」「永住者の配偶者等」「定住者」の在留資格を持っている人は、いわゆる

「身分系在留資格」と呼ばれ、職種や業種に制限なく働くことができます。 
 

 
	

日本国内での活動に制限はなく、どのような職種や業種でも就労することがで

き、また、他の職業に転職することも自由です。日本では、所謂単純労働とみな

される職種で外国人が働くことが認められていませんが、これらの身分系在留資
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格を持っている外国人の人は、単純労働としての職種でも働くことができます

（「単純労働」については後述します）。	

	

採用する企業は、これらの身分系在留資格の人を採用する場合、日本人と同じよ

うに幅広い分野や職種で働いてもらうことが可能です。	
  
 
 

（２）職種や業種に制限がある在留資格 

	

続いて、職種や業種に制限がある在留資格を見ていきましょう。	

	

身分系在留資格と呼ばれる在留資格以外の日本で働くことのできる在留資格は、

それぞれの職種に細かく活動できる範囲が定められており、その在留資格で定め

られた範囲を超えて異なる業種や職務内容で働くことはできません（図表２をご

参照ください）。	

	

もしも、現在の在留資格で認められた活動範囲を超えて働いた場合（働かせた場

合）には、その外国人は不法就労となり、在留資格が取り消され、本国へ帰国し

なければならなくなります。また、雇用主の会社は「不法就労助長罪」に問われ

る可能性もあります。	

	

	
	

代表的なものには、学術的素養が必要な技術者や所謂ホワイトカラーなどを対象

とした「技術・人文知識・国際業務」や外国飲食店の調理師などを対象にした

「技能」、外国人経営幹部を招く場合の「経営・管理」などがあります。	

	

これらの在留資格には、それぞれに取得できる要件が細かく設定されています。

要件は大まかには、①外国人本人がそれぞれ求められる学歴や職務経歴などを満

たしていることと、②採用する企業での職務内容・活動内容が形式的なものでな

く実質的に在留資格の要件と合致しているかということになります。	
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このように職種や業種によって取得すべき在留資格が違いますので、当初取得し

た在留資格で決められた範囲外の仕事をさせることはできません。したがって、

外国人を中途採用する場合、その在留資格は前に勤めていた会社での職務内容に

基づいて出されている在留資格ですので、これからの当社での職務内容で働ける

かどうか確認する必要があります。もしも、前職で認められていた職務内容の範

囲と異なる業界や職種で働こうとする場合には、改めて在留資格の変更の入国管

理局へ申請して許可をもらわなければなりません。	

	

	

日本では外国人の単純労働が認められていない	

	

また、上記の就労系在留資格では、所謂単純労働を認めていないと言うことで

す。単純労働とは、明確な定義はないものの、専門的技術的な素養や背景を必要

としない業務を指し、在留資格の審査実務上は以下のようなものがあります。	

	

	
	

	
なお、職種や業種に制限がある在留資格の個々の要件について別途ご解説してい

きます。	

	

	
（３）働くことが原則認められていない在留資格 

	

続いて、働くことが原則認められていない在留資格を見ていきましょう。	

日本へ大学や専門学校、日本語学校などの留学生の在留資格である「留学」、外

国人が扶養する配偶者や子である「家族滞在」、収入を伴わない学術や芸術上の

活動や研究を行う「文化活動」の在留資格は、原則日本で働くことはできませ

ん。	
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しかし、学費や生活費を補うためにアルバイトをする場合には、資格外活動許可

を得ることで働くことができます。許可を受けずにアルバイトをすると、罰則を

科せられ退去強制の対象となります。外国人本人だけでなく、企業も処罰の対象

になります。	

	

資格外活動許可を取得しても、働く時間には制限があります。「留学」「家族滞

在」には包括的に許可が与えられ、週 28 時間まで働くことを認められます。ま

た、「留学」の場合、学校で定められている長期休暇期間中は 1日 8時間まで認

められます。この制限時間を超えて働くことはできません。また「文化活動」の

場合、包括許可ではなく個別許可になるので、雇用先が決まってから資格外活動

許可の申請をすることになります。	

資格外活動が許可される前に働き始めることは違法行為になります。必ず資格外

許可を取得してから、仕事を始めなければなりません。ただし、水商売やパチン

コ店などの風俗営業で働くことはできません。	

	

現在日本では外国人が単純労働で働くことは認められていないため、コンビニや

居酒屋のアルバイトなどの単純労働としてみなされている仕事には、多くの留学

生がこの資格外活動許可を通して、アルバイトスタッフとして働いていると言わ

れています。	

	

したがって、外国人留学生等をアルバイトで採用する際には、「資格外活動許

可」を取得しているかの確認（在留カードに記載されているかどうかを確認しま

す）と週 28時間以内（留学生の場合は夏休み等学校が休みの時期は 40時間以

内）の労働時間の順守と、留学生の卒業後に採用する場合には、（１）または

（２）で示したような日本で働くことのできる在留資格へ変更する必要がありま

す。在留資格を変更するためには、それぞれの在留資格に定められている要件を

満たしている必要があります。	

	

	
まとめ 

募集している職種で外国⼈を採⽤できるのか調べてみる	
ここまで見てきた通り、外国人が日本で働く場合、在留資格の種類に応じて就く

ことができる職種が定められています。外国人を募集しようとしている職務内容

がどの在留資格に当てはまり、入国管理局から許可が下りそうかどうかを調べて

みる必要があります。入国管理局から許可がおりそうかどうかは実際の入管審査

の実務運用について知らないと分かりませんので、採用を検討するに際しては行

政書士などの専門家に事前に相談してみると良いと思います。	

	

もしも、募集する職種が、工場や建築現場の労働者の場合や居酒屋チェーンの調

理場スタッフ、コンビニ店員など日本の入国管理局から単純労働とみなされる職

務内容であった場合には、採用できる対象者は、永住者や日本人の配偶者等の身

分系在留資格の方か、留学生等のアルバイトの方に限定されますので、そのまま

外国人を募集しても、内定は出したものの結局働くことができないということに

もなりかねません。	

	

	

Lesson2:では具体的な在留資格の要件について見ていきます。	
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ディスクレーマー 

本書に記載されている情報は、情報提供のみを目的として作成されたものです。お客

さまにおかれましては、ご提案をさせていただいているお取引その他に関する決定、

契約、確約その他行為に関する最終的なご判断をなさる際に決して本書に依拠される

ことのないように、また、本書をご使用なさらぬようにお願いいたします。お客さ

ま、その役員、従業員、代理人及び関係会社は、本書及び本書に関連して口頭で提供

された情報を守秘するものとし、コンチネンタル国際行政書士事務所（以下「当事務

所」とい「います）の事前の書面による同意がある場合を除き、その全体であると一

部であるとを問わず、第三者に対してこれを伝達もしくは開示すること、これを複製

もしくは配布することやこれを公表することはできません。本書の受領者が本書の対

象とする受取人でない場合には、すべての写しを直ちに削除及び破棄するようお願い

いたします。 
本書に記載されている情報は一定の仮定に基づき、一般に公表された情報ならびに受

領者及び第三者から当事務所に対して提供された情報に依拠して作成されています。

当事務所及びその関係会社、当事務所またはその関係会社それぞれの役員、従業員及

び代理人は、本書本書に関連して口頭で提供された情報または作成されたデータの正

確性または完全性について、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切表明及び

保証は行わず、当該情報に関連して一切責任、義務または負担は追いません。本書に

記載されている見解または条件は予備的なものであり、本書の日付時点で有効である

経済、市場及びその他の状況に基づくものであり、変更される可能性があります。当

社は本書に記載されている情報を更新する義務または責任を負いません。過去の実績

が必ずしも将来の実績を保証または示唆するものとは限りません。 
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